
公共下水道事業特別会計状況調書

Ⅰ

Ⅱ

１ 下水道事業費 2,676,520 千円

(1)投資的事業費 計 908,700 千円

①下水道管渠整備事業費 259,000 千円

・汚水管渠（補助） 144,000 千円

新栄町、若山町 φ150～250mm Ｌ＝1,213ｍ

・汚水管渠（単独） 115,000 千円

登別本町 φ150～250mm Ｌ＝　490ｍ

②終末処理場整備費 327,700 千円

補助 178,000 千円

9,400 千円

単独 140,300 千円

③汚水処理施設共同整備事業費 322,000 千円

補助 200,000 千円

単独 122,000 千円

(2)経常経費 計 1,767,820 千円

131,697 千円

46,794 千円

206,568 千円

10,213 千円

1,701 千円

1,369,847 千円

1,000 千円

２ 個別排水処理施設整備事業費 49,780 千円

(1)投資的事業費 個別排水処理整備費 43,638 千円

(2)経常経費 個別排水処理管理費 4,331 千円

公債費償還経費 1,811 千円

2,726,300 千円

し尿投入施設建設工事（建築・建築機械設備・建築電気設備・機械設備・電気設備・外溝）

年度末には整備面積約１，１１３．７ｈa、普及率は約９５．５％を予定している。

公共下水道事業費合計（１＋２）

投入施設の建設工事を行っており、本年度が最終年である。
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基づき市が浄化槽を設置・維持管理する「個別排水処理施設整備事業」を平成１６年度から実施して

おり、平成２２年度についても引き続き実施する。

汚泥減量化装置、事務費

し尿投入施設建設工事（建築・建築機械設備・建築電気設備・機械設備・電気設備・外溝）

処理場改築更新工事（汚泥処理設備更新）

事 業 概 要

事 業 内 容

　昭和５６年度から公共下水道の整備に着手して以来、積極的に事業の推進に努め、平成２１年度ま

での普及率は約９５．２％となる見込である。

　公共下水道による整備区域以外の区域として区分した個別排水処理区域については、住民の要望に

　今年度については、新栄町、登別本町２丁目及び若山３丁目の一部で、約９．０ｈａの整備を図り、

処理場改築更新設計（長寿命化計画策定）

　若山浄化センターについては、平成２年の供用開始から１９年を経過しており、老朽化した設備機

器の改築更新を行うとともに、し尿処理施設の老朽化に伴い、平成２１年度から２ヵ年計画でし尿
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一 般 管 理 費

管 渠 維 持 費

浄 化 セ ン タ ー 費

排 水 設 備 促 進 費

公 債 費 償 還 経 費

予 備 費

し尿投入施設運転管理費



【個別排水処理施設整備事業費】

事　　業　　概　　要

　下水道整備が後年次となる上登別地区、登別温泉地区等及び下水道整備計画区域外

の市内全域【個別排水処理区域】についての生活排水処理を合併処理浄化槽により実施

する。

【個別排水処理区域】

　カルルス町・上登別町・登別温泉町・札内町・富浦町・来馬町・鉱山町・川上町の全地域。

　中登別町・登別東町・登別港町・新栄町・幸町・千歳町・常盤町・柏木町・片倉町・青葉町

緑町・若山町・富岸町・鷲別町・上鷲別町の一部の地域。

事　　業　　内　　容

・事個別排水処理施設整備事業（総務省所管起債事業）

・対専用住宅、店舗併用住宅、共同住宅、事務所

・設住民の要望により市が浄化槽を設置する

・管保守点検、法定検査、修理等については市が行う

・住浄化槽設置費の１割と、浄化槽稼働に伴う電気代

浄化槽使用料金（下水道使用料と同一計算）

・市浄化槽設置費の９割と、維持管理費

事　　業　　計　　画

設　置　費 ＠２，１８２千円×２０基≒４３，６３８千円

維持管理費 ＠６５．９千円×６５基≒４，２８１千円

利子補給（融資あっせん） ５０千円

その他（元利償還金） １，８１１千円

計 ４９，７８０千円


